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1

吉林師範大学の満族文化研 究所は2000年10月 の設立以来,当 該省 における満族文化の研究(1)

の中心地として研究活動 を推進 してきた。その成果の一部が,王 明霞氏を主編 とす る 「満族 文化

研究叢書」である。 当該叢書は 「満族民俗文化研究」 「満族部族家族史研 究」 「東北地域文 化史

研究」の三分野よ り構成 されてお り,現 在の ところ趙東昇 『扈倫四部研究』,同 『満族歴 史研究』,

薛柏成 『葉赫那拉氏家族 史研究』,謝 奉河 ・雋成軍 『黒龍江流域発展簡史』,于 鵬翔 『満文形 体

学原理』が吉林文史出版社か ら刊行 されている(発 行年月はいずれ も2005年1月)。

本稿では,こ の うち趙東昇 『扈倫四部研究』・『満族歴史研究』,薛 柏成 『葉赫那拉氏家族 史研

究』 の3著 の内容を紹介す る。後述するように,こ の3著 は明代東北地方において強勢 を誇 った

フル ン(扈 倫)四 部の うち,と くにウラ ・イェへの両部とその首長層(ウ ラ=ナ ラ氏 ・イェへ 詈

ナラ氏)と を中心に論述す る。周知の通 りフルン四部とは,ナ ラ氏を王族に戴 くハダ ・イェへ ・

ウラ ・ホイファの四部 を指 し(明 朝側か らの呼称は海西女直),ヌ ルハチのジュシェン統一 の前

に立ちはだかった勢力である。建州女直のマンジュ五部 を統一 したヌルハチは,こ れ らハ ダ ・ホ

イファ ・ウラの征討を経て,天 命4年(1619)に イェへを降 し,全 ジュシェンを統一す る。そ して

これ ら四部の住民は八旗の各旗 に編入 され,と くにその首長層は清朝政権の上層部に参与 して枢

要な地位を占めた。かれ らが帰順前後においてヌルハチの一族 とどのよ うに結びついていたのか,

かれ らの子孫が どのよ うに政権に参与 してい くことになるのかは,清 朝の政権構造を解 明す る上

でも重要な手掛か りとなるで あろ う。 とくにイェへ とウラの両王家はヌルハチの正夫人を出 して

お り,太 宗ホンタイジは葉赫那拉氏の,ア ジゲ ・ドルゴン ・ドドは烏拉納拉氏の所生である。 ヌ

(1)亘994年 以前 の研 究 動 向 に 関 して は,李 樹 田 「吉林省 にお け る満 族 の歴 史 と文化 に 関す る研 究 動 向 」

(『満 族史研 究通 信』 第4号,1994年)参 照 。
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ルハチ歿後にかれ らが繰 り広げる権力闘争において,両 ナラ氏の闥閥が影響 していたことは疑い

のない ところであるω。

本稿で取 り上げる趙東昇氏の2著 はウラ=ナ ラ氏の記述に頁の多 くを割 くが,広 くフル ン四部

を対象 とす る著作である。また薛柏成氏の著作はタイ トル どお りイェへ=ナ ラ氏に関す る専著で

はあるものの,扱 う時代は清末にまで及んでいる。つま りこの3著 を通読することによって,か

れ らフル ンのナラ氏が清朝一代において どのような位置を占めていたかを相互補完的に俯瞰でき

る し,ま たそ うした利用こそ当該叢書の編輯意図にも沿 うことになろ う。ただ,趙 東昇氏の2著

はともに個別論文を排列 したものであって,一 貫 した論旨や結論 をともな う性格の研究書ではな

く,ま た後述するよ うに2著 間での内容の重複 ・矛盾や体裁 の不一致な ども,な いわけではない。

そのため,全 体を紹介す るのではなく,よ り特徴的な論考を紹介す る方針 をとりたい。 この2著

の特色は,埋 もれていた ウラ王家後裔の一家系を掘 り起 こした点,後 裔 らによって伝えられてき

た族譜が,後 裔 自身 の筆 によって解説されている点にある。また薛柏成氏 の著作には,附 録 とし

て今後の研究に裨益す るで あろうイェへ=ナ ラ氏の族譜5種 類が収録 されている。

こうした3著 の特徴に鑑み,い ささか変則的ではあるが,本 稿では趙東昇氏の2著 ・薛柏成氏

の著書に共通す る 「族譜」というテーマに焦点を当て,評 者の関心に沿ってそれ らを紹介 しっつ,

官製史料 と対照 させ ることによって若干の気づいた点を指摘す ることに したい。

2

『扈倫四部研究』・『満族歴史研究』の著者である吉林師範大学特聘教授の趙東昇氏は,吉 林

省長春市管下の九台市出身の満族で,そ の祖は遡ればウラ最後のベイ レ ・ブジャンタイにまで辿

り着 くとい う。九台市は清代 には旧ウラ部の故地として打牲烏拉総管衙 門(後 述)の 管轄下にあ

った地域であ り,著 者の曾祖父双j慶(1855～1928)は 清末に当該衙 門の官僚をっ とめた。その

出 自を生か した業績の一端は,す でに著者の編著にかかわる 「扈倫研究」。)等で発表 されている。

まずは著者の2著 の内容 を簡単に紹介する。『扈倫四部研 究』は,フ ル ンに関する著者 の既発

(2)岡 田英 弘 「清 の太 宗嗣 立 の事情 」(『山本博 士還暦記 念東 洋 史論叢 』 山川 出版 社,1972年)参 照 。氏 は

ホ ンタイ ジ の継 位 に おい て,イ ェへ=ナ ラ閥 が支 援勢 力で あっ た こ とを指摘 し,母 系の 果たす機 能 を強調

した。 ホ ンタ イ ジの継 位 を主 張 し,父 ダイ シ ャンを説得 した のは,ダ イシ ャ ン の長 子 ヨ ト ・三子 サハ リ

ヤ ンで あ る。 岡 田氏 も言 うよ うにサハ リヤ ンの母 はイ ェへ 王家 の ブ ジ ャイ の娘 で あ った し,杜 家 驥 「清

太 宗嗣位 与 大妃殉 葬 及 相 関問題 考辨」(『清史研 究』1997・3)18頁 に よれ ば,ヨ トは 葉赫那 拉 氏 に養育 さ

れ た。 ま た ジルガ ランに もそ の可能 性 が ある とい う。

(3>『 烏 拉 史略』(長 白叢 書研 究 系列16,吉 林文 史出版社,1991年)に,尹 郁 山 「烏拉 史略 亅 とともに収録

され てい る。
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表論文17本(1988～2004){`}を 一書にまとめたものであ り,と くにウラ部に関す る論考を中心

とす る。 これは前述のような著者の出身 と関心に基づ くのであろ う。また,タ イ トルに部名 を冠

した論考は,ウ ラ以外にはイェへが3篇 を数 え,フ ルン四部全体を扱 うとはいえ,著 者がと くに

ウラとイェへに関して注 目していることが窺える。近年ではフル ン四部全体 と,朝 鮮 ・明 との関

係史などに関心が広がってきているよ うで,そ の成果が本書に結実 してい るといえよう。

もう一方の『満族歴 史研究』は,東 北アジアのツングース系諸民族に関す る著者の既発表論文14

本(1991～2003)に,未 刊行 を含む長篇論考二篇をあわせて一書 とした ものである。前掲 『扈

倫四部研究』が概ね明代のフルンに関す る論文集であつたの とは異な り,本 書は満洲族を中心に

据えるとはいえ,扱 う時代 もテーマもやや柔軟に設定され ている。前半の個別論文の部分は,発

表順ではなく,清 朝開国史関係 ・渤海史関係 ・満族家譜関係 ・東北地方古跡関係 ・打牲烏拉関係

など,テ ーマごとに再編 されている。そのため,東 北地方に興起 した民族 とその文化 に関す る論

考 とい う共通点はあるものの,通 読すると時代が前後することもあって若干のまとま りのなさが

感 じられるのは否めない。ただ,本 書でもウラ王家の後裔である著者の利点は存分に生かされて

いる。たとえば 「《打牲烏拉志典全書》補佚」(初 出は1991年)で は,清 末において 『打牲烏拉

志典全書』・『打牲烏拉地方郷 土志』(s}の編纂に関与 した著者の曾祖父双慶伝来の貴重な草稿 ・文

書を収録 してお り,「《打牲烏拉志典全書》原稿的史料価値」(同2003年)で は,草 稿 と両書 との

比較検討を行 っている。また 「清末"旗 戸門牌"探 析」(同1995年)で は著者家蔵の 旗 戸門牌」

(清末に発行 された旗人用の戸籍簿)も 紹介されてお り,興 味深 い。

本書後半部分に収録 される論考2篇 は,と もに長篇である。「長 白山地区的民族与政権 沿革」

(1999年,未 公刊〉では,当 該地域に興起 したツングース系諸民族 の歴史 を概述す る。 「九台市

満族歴史文化調査」(`)では,九 台市居住の満族 を対象に,か れ らの族譜に拠 りなが ら解説 をほ ど

こす。本論考で著者が取 り上げる氏族は,胡 家回族郷羅古屯の錣 白旗満洲イルゲン=ギ オロ氏(漢

姓趙氏),著 者 の家系で もある莽k満 族郷錦州屯の正白旗満洲 ウラ=ナ ラ氏(漢 姓趙氏),莽 干満

族郷東哈村 ・胡家回族郷小韓村の正黄旗満洲シクテリ氏(漢 姓石氏)("で ある。

上述の 『扈倫 四部研 究』・『満族歴史研究』の両著作で目を惹 くのは,や は りウラに関連す る

(4)こ のうち 「扈倫探蜘 ・「鳥拉哈薩虎貝勒後輩襠冊与満文譜図浅解」(初出はともに1990年)は,趙 東

昇 「扈倫研究亅にも収録されている。

(5)金 恩暉 ・梁志忠校註の 『打牲烏拉志典全書』・『打牲烏拉地方郷土志』が長白叢書第二集 として出版 さ

れている(李 樹田主編 『打牲烏拉志典全書 打牲烏拉地方郷土志』吉林文史出版社,1988年)。 また金恩

暉 「談新発現的一部吉林省的地方志一 《打牲烏拉志典全書》亅(『社会科学戦線』1979-4)・川久保悌郎

「新史料 「打牲烏拉志典全書」の発見に寄せて」(『東方学』第66輯,1983年)等 参照。

(6)註 記によれば文史資料に発表した論考を修訂し収録 したものだという。

(7)シ クテリ氏に関しては神譜や家祭についても筆が及んでおり,荘 吉発 「薩満信仰与満族家譜研究」

(『清史論集』3,文 史哲出版社,1999年)で も紹介されている。
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論考が多く収録 されていることであろう。 これ ら複数の論考で著者が頻用するウラ髢ナラ氏の族

譜 ・譜図は,1984年 に存在が確認 され,ま ず叢佩遠 ・張暁光氏によって紹介 された〔8)。その後著

者によって,『 扈倫 四部研究』所収の 「関于 《烏拉哈薩虎貝勒後輩襠冊与満文譜図初探》的幾点

補充説 明」(初 出は1988年)・ 「烏拉哈薩虎貝勒後輩襠冊与満文譜図浅解」(同1990年),お よび

『満族歴史研究』所収の 「九台市満族歴史文化調査」の 「烏拉納喇氏」の項でもより詳細に解説

がほどこされてお り,ブ ジャンタイの第8子 洪匡の後裔だ とい う著者の面 目躍如 といったところ

である。 これ らウラの家系 を扱 う論考においては,前 掲 「扈倫研究」を含 め,相 互に重複す る箇

所 も少なか らず見受けられ るが,併 せて参照することで,当 該テーマに一貫 して取 り組んできた

著者 の熱意 と研究成果 とがより深 く窺い知れ る{'}。ただ し3著 間のみならず,後 述す るよ うに同

じ著作内です ら記述の矛盾 ・同一の事実に関 しての異なる解釈 が確認できることは注意を要す

る。論考の発表を重ねていく過程で著者の見解が変化するのは無論仕方のないことではあるが,

『満族歴史研究』や 『扈倫 四部研究』のように発表順ではな くテーマ別 に再編 されていると,読

者 の混乱を招 きやすい。発表当時の見解に責任をもつとい う姿勢はともか くとして,一 書にまと

めるに当たっては註記 して見解の統一を図ってほしかった。,

3

ここで とくに著者の最新 の見解を反映 していると思われ る 「九台市満族歴史文化調査」(『満

族歴史研究』所収)を 中心に,上 記の著者の諸論考で補いながら,著 者 の家系についていま少 し

くわ しく紹介 してお こ う。族譜によると,万 暦41年(1613)の ウラ滅亡 ・ブジャンタイの逃亡後,

ブジャンタイ とヌルハチの娘(「 建州格格」〉㈹との間に生まれた第8子 洪匡は ウラの城を委ね ら

れ,「 烏拉布特哈貝勒」に封 じられた㈲。長ずるに及んでヌルハチの孫娘㈱をめあわされた(時

(8)叢 佩遠 ・張暁 光 「烏拉 哈薩 虎貝勒 後輩櫨 冊」(李 樹 田主編 『海 西 女真 史料 』 長 白叢 書二集,吉 林文 史出

版 社,1986年),同 「烏拉 哈薩虎 貝勒 後輩襠 冊 与満文譜 図初 探 」(『満 族研 究 』1986・3)参 照 。f哈 薩 虎貝

勒」 とは 「hashtibeile」の音 訳で,「 左ベ イ レ」 を意味す る とい う。

(9)両 著 作 には譜 図 ・族 譜 か ら復元 した系図 を収 録 してい ない ので,「 扈 倫研 究」 が載 せ る 「扈倫 文 献」 の

系 図の参 照 が便利 で あ る。

(10)洪 匡の 生母 につ いて は,『 扈倫 四部研 究』,281頁 で は シュル ガ チ の娘 で 「努 爾 哈斉養 女 大公 主 」 とす

る。 尹郁 山 「烏拉 史略1,77頁 では ヌルハ チの第4女 穆庫 什 であ る とす る。

(11)『 扈倫 四部研 究』,151頁 では,洪 匡は 「烏拉布 特哈 貝勒 亅 を 自称 しヌル ハチ に叛 意 を示 した とす るが,

同書281頁 で はヌル ハチ の許 しを得 て称 した とす る。

〈12)『扈 倫 四 部研 究』,143～144頁 では宗 室 の親 王の娘 と推 測 し,151頁 で は著者 の家系 の祖 先 がr鮒

馬 亅で あ った とい う伝 聞 を紹 介す る。
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期は不明)が,イ ェへ に亡命 していた父ブジャンタイが天命3年(1618)に 歿す ると怏怏 として愉

しまず,の ちに妻に よって叛意をヌルハチに密告された。天命10年(1625),ヌ ルハチの軍勢に

ウラの城を包囲される と,洪 匡は単身城外へ脱出 し,業火に包まれる城 を遠望 して自ら縊れた く28

歳)。 九台市莽k満 族郷錦州屯の西南の古城跡に近接する 「八太媽媽」墳が,こ の洪匡の墳墓だ

とい う。

当時洪匡には烏隆阿(7歳)・ 烏拉布他哈 く5歳)ω なる2子 があり,長 子烏隆阿は逃れて錦州

屯に居住 した⑯。 ウラ滅亡後 よりしばらくして,ブ ジャンタイの遺児や ドゥダ リ(ブ ジャンタイ

の甥)が 集って族譜 の編纂 を行 ったが,ド ゥダリとダラバ(ブ ジャンタイ長子)の 主張 によ り,

重罪人たる洪匡の子烏隆阿は 「分譜」されることになった(15)。烏隆阿は作成後に族譜 を委ね られ,

以後一切の接触を絶 った とい う⑯。 こうしてウラ電ナラ氏の主流か ら切 り離 された烏隆阿の諸子

の うち,第8子 倭拉霍が羅古屯に土着 して集落を切 り拓き,の ちに当該地を二分する勢力 になっ

た。その後裔は正白旗 の打牲丁 とな り,清 末には,打 牲烏拉総管衙門の驍騎校等 に就いた双慶が

出た。 さらにその曾孫が著者 なのだという。

以上の族譜 に記 される情報 と,清 朝の官製史料 とでは食い違いがある。著者 も言 うよ うに,『八

旗満洲氏族通譜』(乾 隆9年==1744告 成)巻23に ブジャンタイの第8子 として記録され るのは,

公主所生のガ ドゥフンなる人物であって洪匡ではない。その代わ り第7子 の名が記載 されていな

いが,『満文老襠』には,ブ ジャンタイが 「3人の妻 と8人 の子等を求 めて降って来ず」,イ ェへ

に逃げた とい う記載 がある{17)ので,当 時のブジャンタイに8人 の子がいたことは確かで ある。洪

匡の遺子烏隆阿は族譜 の編纂 などで一度は一族 と繋が りを持ちながらも,「 分譜」 され て正 白旗

の一旗人として 自らの出 自を一族以外 には隠 して過ごしたといい,そ のためその存在が抹 消され

ているのだと著者は説 く。 しかし,父 方を辿っても母方を辿 ってもアイシン=ギ オ ロ氏 に辿 り着

く烏隆阿は,貴 種 として家系中に特筆される存在として位置づけられていたことは疑いないであ

ろ う。

事実上の始祖に貴種を据 えることは往々にしてあろうし,も とより族譜の記述のみを盲信す る

(13)烏 拉布 他 哈は母 と とも に瀋 陽に送 られ,「 那 」姓 を名 乗 り,清 末 に はそ の後裔 が ウラ の故地 に 同族 を探

しに来 た とい う(『 扈 倫 四部研 究』,t43頁 参照)。

(14)そ の墓 は九 台市 莽雫 満族 郷 錦州 屯 にあ るとい う(『扈 倫 四部研 究』,138頁 参照)。

(15)マ ン タイ の 次子ナ ム ダ リの子 バ イ タジ ュの一族 は例 外。 バイ タ ジュ は一等 侍 衛 と して 当時朝 鮮 遠 征 軍

に従軍 して戦 歿 した とい う(『扈 倫 四部 研究』,138頁 参照)か ら,族 譜 の編 纂 も崇徳 初 年 の頃 で あ ろ う。

(16)『 扈 倫 四部 研 究』,158頁 参 照 。 この烏 隆阿 の後 裔 の ウラ=ナ ラ氏 の族 譜 が 『烏 拉 哈 薩 虎 貝 勒 後 輩 襠

冊』 であ り,こ の ほ か に も錦州 屯に は烏隆 阿の 玄孫 が乾隆 ～嘉慶 間 に作 成 し,近 年 に修 訂 され た 『満 文

譜 図』(譜 図 とは一支 派 の 系譜 を記録す るもの)が あ る。1914年 に満 文 を漢 文 に訳 し,以 後1964・1988

年 の修訂 では漢 文 を用 い てい る とい うが,訳 されず 失われ た記述 も多 い とい う。

(17)満 文 老襠 研 究会 訳 註 『満 文 老 襠1太 祖1』(東 洋文 庫,1955年)万 暦4i年3月,34頁 参 照 。
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ことは厳密性 を缺 く。官製史料に記 される記録 とのより一層の照合作業も必要であろ う。 ここで

著者の紹介す る族譜の重要性 を再確認するため,ブ ジャンタイの第8子 だ とい う洪匡の後裔が歴

史に埋 もれた理由に関 して,官 製史料 から得られる 「史実」 と照合 してみる。

洪匡にめあわ されたヌルハチの孫娘 とは,ヌ ルハチ長子チュイ ェンの娘であるとい う㈲。チュ

イ ェンの長子 ドゥ ドゥの正夫人はプジャンタイの娘である(桝から,交 換的にチュイェンの娘(ド

ゥ ドゥの異母妹)が 洪匡に嫁いだのかもしれない。洪匡の妻がチュイェンの娘だ とい う事実は,

重要な意味をもつ。チュイェンは万暦41年(1613)の ヌルハチのウラ親征に従軍 しなかったが,

国元で親征軍の敗北を願 う呪詛を行っていたことが露見。幽閉され,万 暦43年(1615)に 「処刑」

されたω。つま り洪匡の子烏隆阿は,母 方の祖父にその罪人チュイ ェンをもつことになる。また,

二代ハンのホンタイジの時代,ブ ジャンタイに縁のある宗室一 ウラ閥一 の多 くが政権中枢か

ら退けられている{20。このような情況 もあって,ブ ジャンタイの孫で あり,し かも 「刑死」 した

チ ュイ ェンの娘を母 に持つ烏隆阿は世に出ずに野に潜み続 けたのであろうか。烏隆阿は貴種では

(18)尹 郁 山 「烏 拉 史 略」,77頁 参照。 中国 第一 歴 史襠案 館 所 蔵 『玉牒 』 に よれ ば,チ ュ イ ェ ンは継 娶 妻

(イェへ のベ イ レ ・チ ンギ ヤヌの 娘)と の間 に3人 の女子 を儲 けて お り,長 女 はス ワン地 方 グ ワル ギヤ

氏の フ ィオ ン ドンに,次 女 は ドン ゴ氏 のジャル タイ に,三 女 はイ ェへ 雛ナ ラ氏 の ブルハ ン グに嫁 いで いる。

この うち次女 は天命8年(1623)に す で に歿 してお り,三 女 の夫 ブル ハ ン グは天聰6年(1632)ま で存命 で

あ るか ら除外 され る。 残 る長 女は天 命5年(1620)に 寡 婦 とな ってい た か ら,か の女が洪 匡 に再嫁 したの

か もれ な い。天命10年(1625)に 洪 匡 は28歳 で 自害 した とい う(『 満族 歴 史研 究』,215頁)か ら,当 時25

歳 の長 女(辛 丑年=1601に 生誕)と は年 齢 的 にも釣 り合 うが,烏 隆阿 の 生年 を考 慮す ると若干 の矛盾 が

生 じる。

(19)『 玉牒』 に よれ ば,ド ゥ ドゥ夫妻 の 問には ウラ滅 亡翌年 の万暦42年(1614)2月 に長 女が 生 まれ て い る

ので,そ れ 以前 の婚 姻 で ある。 ち ょ うど 蓋年前 の万暦41年(1613)正 月 に ブ ジャ ンタイ が実娘 ほ か質子 を

ヌル ハチ に差 し出そ うとす る動 きが あ り(尹 郁 山 「烏拉 史略1,75頁 参 照),こ の とき実娘 も送 られ ドゥ

ドゥの正 夫人 とな った のか も しれ ない 。

(20)鴛 淵一 「楮英 の死 に就 い て一 満 文 老襠 研究 の一齣一 」(『史 林』 第18巻 第2号,1933年)参 照。

(2D『 愛薪 覚羅 宗譜』(学 苑 出版祉)に よれ ばヌルハ チの 諸孫 の うち,ド ゥ ドゥ ・シ ョ ト・サハ リヤンカSブ

ジ ャン タイ の娘 を正 夫 人 に娶 って お り,ま た 『玉牒 』 に よれ ばかれ らの 儲 けた 子は 男 女 を問 わず いず れ

も正 夫人所 生 で あ る。 この うち崇徳7年(1642)に 故 ドゥ ドゥの 正夫 人 と諸 男子 とが 罪 を議 され(男 子 は

宗 室 か ら除籍),ホ ン タイ ジ歿後 の同8年(1643)に は シ ョ トとア ダ リ(サ ハ リヤ ン遺子,20歳)が ドル

ゴ ンを擁 立 しよ う と して処 刑 され た。 この とき シ ョ トの妻 とアダ リの 母(両 者 は姉 妹)も 騒 擾 を助 長 し

た と して処 刑 ボ議 され てい る。ブ ジャ ンタイの娘3人 とその年 長 の子 ら(当 時18歳 の シ ョ ト長子 喇喀 の

歿年 は不 詳)が 全 て退 け られ てい ることに注 目 したい。 な お これ らの 事 実 に 関 して は,す で に杉 山清 彦

氏 の指 摘 があ る(1998年5月16日 に東北学院 大学 で行 われた 満族 史研 究 会第13回 大 会 での氏 の報 告

「清 初 八旗 にお け る最有 力軍 団一 太 祖 ヌルハ チか ら摂 政王 ドル ゴ ンへ一 」 の レジュ メ参照)。
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あったが,イ ェへ閥のホ ンタイジの時代にはその血統が逆に仇になった可能性があるω。烏隆阿

の家系力{埋もれた一因か もしれない。

4

著者 ・趙東昇氏は 「九台市満族歴史文化調査」(『満族歴 史研究』所収)に おいて,自 身 の家

系であるウラ=ナ ラ氏以外 にも,故 郷九台市に居住する他の満洲氏族を俎上に載せ てい る。 著者

は族譜の紹介や,新 出情報の紹介 ・時代比定にとどま り,当 時の政権 と当該氏族の役割 について

までは深く考察 していないが,そ の手がか りともな りうる記載 も散見するので参考 となる情報を

補いつつ紹介 しておこ う。

胡家回族郷羅古屯の鑛 白旗満洲イルゲ ン=ギ オロ氏勉 ま,清 朝前期に打牲烏拉総管衙 門の主要

官を三代にわたってつとめた,九 台市屈指の名門であるとい う。当該氏族 とその家譜 について は,

『満族歴史研究』所収の 「羅古屯満洲鐶白旗趙姓依爾根覚羅氏家譜探源」(初 出は1992年)・ 「《打

牲烏拉志典全書》原稿的史料価値」(同2003年)や,未 収録 の 「九台市羅古屯趙姓満族歴史遡査」

(『満族研究』1993-2>で も論及 されている。家譜の原文は所有者 の意向によ り非公開だ とい う

が,著 者が部分的に引用す る箇所からも興味深い事実が浮かび上がる。

上記論考に断片的に紹介されている家譜の内容をま とめる(鮒と,羅 古屯のイルゲン雰ギオ ロ氏

の履歴は以下の通 りである。 当該氏族の始祖杭書は白山部ネイェン地方の族長 「捜穏塞克什 」 の

族弟で,部 滅亡後 にヌルハチに降った。一族は 「正白旗才干佐領」に属 した 「包衣」であ り,天

命後半期の遼東 ・海州の叛乱の鎮圧に功績をあげた。その後 「包衣」か ら 「佛満洲」 とな り,太

宗ホンタイジの 「三年」に 「顕親王府達希先佐領下」に移動 した。杭書の子額奇布は 「癸酉年 」

(22)こ の後,ウ ラ閥 の 与党 を宗 室 内か ら失 った 睿親王 ドル ゴ ンは,麾 下 の 軍団 の さらな る強 化 をす す め る

こ とにな る(杉 山清彦 「清 初 八旗 にお け る最有 力軍団一一 太祖 ヌル ハ チか ら摂 政 王 ドル ゴ ンへ 亅『内

陸 ア ジア史研 究』16号,2001年 参照)。 このほ か宗室 には,ブ ジャン タ イの姉 妹 の所 生 であ り,ド ル ゴ

ン と並ぶ ジルガ ランが い た。

(23)包 衣 を 「奴 隷 亅 と して,イ ル ゲ ン=ギ オ ロを 「自由な氏族 」 とす る著者 の解 釈(『 満 族 歴 史研 究 』,194

～195頁)は 疑 問で あ る。

(24)た だ し,論 考 に よっ て 引用 文が錯 綜 して いる。 た とえ ばr佐 領 色衣 撤 回 」 とい う箇 所(『 満 族 歴 史 研

究』,116頁)は,別 の 論 考 で 「正 白旗 才柱佐領 下包 衣」 「撤回」 と引用 され てい る箇 所(同102頁)の

よ うに思 うし,ダ シ ヒヤ ンのニル へ の移動 を天聰3年 とす る説(同102頁)と,崇 徳 元年(同105頁)・

崇 徳3年(同200頁)と す る説が 混在 してい る。 またマイ トゥが ウ ラの ガ シ ャ ン=ダ(後 の総 管)へ 就 任

した年代 を,『傅 氏族 譜 』によ って天 聰3年 とす る箇 所(同119頁)と,天 聰7年 とす る箇所(同103・198

頁)と に分かれ て い る。
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(天聰7年=1633)に,旧 ウラ城の故地に設けられた,貂 皮 ・淡水真珠 ・蜂蜜等の狩猟 ・採集

組織(の ちの打牲烏拉総管衙門)に 派遣され,初 代総管マイ トウの首任翼領 として総管事務 を補

佐 した。その後は,額 奇布 の子額黒,つ いで孫羅禅が雍正8年(1730)に 革職 され るまで三代にわ

たって翼領 を世襲 した㈲。

著者の紹介 にあるよ うに,当 該氏族はセオ ウェンニセクシの一族 とされる。ゼ オウェン=セ ク

シとは万暦21年(1593)に マンジュ国に襲来 した九か国軍に名 を連ねた人物で,敗 北 したのちに

七村の住民とともにイェへ(あ るいはホイファ)に 逃亡 しようとして,ヌ ルハチ側 の武将スル ド

ゥンガ㈱ と戦い滅ぼ された人物である。

著者 は,当 該氏族が崇徳3年(も しくは誤記として元年)に ホンタイジ属下の正白旗包衣ニル

か ら,息 子の粛親王ホーゲ麾 下の鐶 白旗ニル に移ったと解釈 し(200頁),こ こに当該氏族が包

衣か ら 「自由民」 となって 「イルゲン躍ギオロ」を賜姓された とする。まず検討すべ きはこの家

譜の記載が,家 譜が作成 された時点での状態(王 号 ・所属旗)を 反映 しているのか,そ れ とも 「三

年」時点(前 後の文脈 が不明であるが,こ れが元号の三年を表す のかも疑問な しとは しない)で

の状態を記 しているのか,で ある。著者も言 うように,順 治8年(1651)よ り前には存在 しなかっ

た 「顕親王」 とい う王号が用いられていることからすると,入 関後に家譜が作成 された時点の状

況に基づいて記載 され ているのは確 実である。 しか し,「親主」 とい う爵位 自体,後 世の作成者

が 当時のホーゲを尊崇 して附載した可能性もあるか ら,杭 書 らの移動時期 はホンタイジの時代 と

しか言 えない。また 「才干佐領」が旗分志等で確認できない以上,ヌ ルハチの時代に正白旗に属

していたのか,ホ ンタイジの時代 に正白旗に属 していたのか,家 譜が作成された時代に正 白旗に

属 していたのかも断言できない。ただ 「達希先佐領」への移動が,著 者の言 うように崇徳年間で

あった場合,当 時のホーゲは正藍旗の旗王であって,鏤 白旗 の旗 王ではない。入関後の順治朝に

おいてホーゲの嗣子フシェオが和碩顕親王として鏤 自旗に封 じられ るにおよび,そ の麾下もは じ

めて錣 白旗人 となったと考えられ るか ら,こ の時点では杭書 らも正藍旗人であろ う。この件に限

らず,著 者 は清初における旗色の呼称変更にいっさい頓着していない ようである。

いずれにせよ,か れ らがホンタイジの治下でホーゲ麾下に移動 したことは確かなようであるが,

む しろ注目したいのは一族が編入 された 「達希先佐領」である。達希先すなわちダシヒヤンのニ

ルは,『 八旗通志初集』鐶 白旗満洲旗分志では包衣ニル(鐶 白旗包衣第1参 領第1満 洲ニル)と

(25)杭 書 の子額 奇布(～ 順 治18年)・ 額 黒(康 熙7年 ～31年)・ 羅 禅(康 熙31年 ～雍 正8年 革職)の 三代

にわ たって 打牲 烏拉 総管 衙 門 の翼領 を つ とめ,清 末 に も春慶(光 緒3年=1877か ら3年 間)と い う翼領

を出 して お り,子 の富 隆阿 は 挙人 で ある。

(26)ス ル ドゥンガ は鑛 黄旗 満 洲長 白山地 方 フチ ャ氏 の旗 人 で,『 八 旗 通 志初 集 』巻201・ 『八旗満 洲 氏族 通

譜』 巻25の 記載 によれ ば,こ の戦 闘の折 に招降せ しめた四十 戸 を もっ てニル を編成 し・佐 領 を委 ね られ

た(鏤 黄 旗満 洲第4参 領 第6ニ ル)。 スル ドウンガの伝 に よる と,七 村 の住 民 らがニ ルに編 成 された とい

う。 この とき,部 族長 の 一族 であ る杭 書 はいわば捕虜 と して包衣 ニル に編 入 され た ので あろ う。
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して記載 される。この佐領 ダシ ヒヤンは鐶 白旗包衣のエル ミン地方ジ ョーギヤ氏の出身であ り⑳,

そのニル に属 していたイル ゲン=ギ オ ロ氏もやは り一貫して包衣だったのではないだろ うか。 ダ

シヒヤンは順治5年(1648)に ホーゲの長女を娶 り(28〕,さらに康煕朝前半期 には顕親王府事務も辧

理する立場にあった捌か ら,そ の属下にあったイルゲン=ギ オロ氏 も直属 の側近 として理解すべ

きであろう。 ちなみにホーゲの側妾のひとりとして 「伊爾根覚羅氏杭素之女」なる女性が確認 で

きるて30,が,この 「杭素」 とは,杭 書を指す可能性が高い。羅古屯の錣 白旗満洲イルゲン=ギ オ ロ

氏は,主 家のホーゲ とも婚姻関係 を結ぶ一族が世管するニルに所属 し,ま た自らの一族か らも同

様に娘をホー ゲに嫁がせていた側近だったのであろう。

家譜によれば,か れ らは打牲鳥拉総管衙門で世襲管をつ とめていた。打牲烏拉総管衙門とは,

ウラの旧城(現 在の吉林市管 下の永吉県所在)に 設 けられた狩猟採集機関{31)で,当 該地では内務

府(上 三旗)の 採集組織 と,下 五旗の各王府の採集組織 とに区分され,官 制上は内務府の管轄下

にあった。 この衙門の性質上(32)、管轄する官僚は包衣であろ うか ら,や は り杭書 らイルゲン=ギ

オロ氏 も一貫 して包衣のままであったと理解するほ うが妥当であろ う。 この打牲烏拉総管衙 門に

ついて詳述す る 『打牲鳥拉志典全書』では,当 該組織の設立時期は順治年間であ り,正 確な年は

不詳だとされてきた。だが著者 も強調 しているように,家 譜 の記載による限 り,天 聰7年(1633)

の時点ですでにウラの故地に打牲烏拉総管衙門の原型が存在 したのであるω。初代総管(当 初の

呼称 はガシャン=ダ)の マイ トゥは鐶黄旗包衣ネイェン地方フチャ氏の出身であ り⑯,当 該氏族

は打牲烏拉総管のポス トを世襲 していたことで知 られる㈲。著者が一部言及 している当該氏族の

『傅氏族譜』によれば,マ イ トゥは天聰3年(1629)に ガシャン=ダ に任 じられた ことになってお

り,著 者は誤記の可能性 も念頭に置きつつ,打 牲烏拉の設置が天聰3年 にまで遡る説 も展開す る

(119頁)。

(27)『 八旗 満洲 氏族 通譜 』(遼 瀋書 社)巻31,錣 白旗包 衣額爾敏地 方 兆佳 氏,参 照。

(28)『 玉牒 』参 照。 ま た ダ シ ヒヤン の兄弟 ・騎都尉 クル は,康 煕13年(1674)に 顕 親 王 フ シ ェオ の 長女 を娶

ってお り,ダ シ ヒヤ ン 兄弟 とホー ゲ父子 とがきわめ て密接な関係 に あ った こ とが窺 え る。

(29)『 康 熈起居 注』(中 華 書 局)康 熙16年3月13日 条,参 照。

(30)『 愛新 覚羅 宗譜 』3冊,1510頁 参照。 妾 ・伊 爾根 覚羅氏 は,ホ ー ゲ の末 子舒 書(順 治2～ 康 熙24年)

を生 んでい る。

(31)趙 東昇 「烏拉 史略 」 第 四章参 照。

(32)当 該 組織 に お け る上 三旗 と下五旗 との明確 な分 離 につ いては,楠 木 賢道 「チチ ハル 駐 防 シ ボ佐 領 の 編

立過程j(石 橋 秀 雄編 『清代 中国 の諸 問題』 山川 出版社,ig95年)326～328頁 参 照 。

(33)た だ し,金 恩 暉 「談 新 発 現 的一 部 吉林省 的 地方 志一 《打牲 烏拉志 典全 書 》亅,343頁 で もホ ン タイ ジ

の 下命 に よって設 立 され た こ とに触 れ てい る。

(34)『 八旗 満洲 氏族 通譜 』 巻26,錣 黄旗包 衣訥殷 地方 富察践,参 照 。

(35)尹 郁 山 「烏拉 史略J,79頁 参 照。
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いずれにせ よ遅 くとも崇徳年聞には,打 牲烏拉の官制上の トップである総管はホンタイジ属下

の包衣が,副 官である翼領はホンタイジの長子であるホーゲ属下の包衣が世襲 していた とい うこ

とにな る。 ここに当時の政権構造 との関連性をみたい。 ウラ王家嫡系の血を引き,麾 下に旧ウラ

王家の人材 を擁 していたのは,大 妃烏拉納喇氏(マ ンタイの娘)所 生のアジゲ ・ドルゴン ・ドド

であった個。一方,太 宗ホ ンタイジの長子 ・粛親王ホーゲの生母は,ウ ラ冒ナラ氏のボク ド営ベ

イ レの娘である。ウラ王家の系譜に関 しては 『屋倫四部研 究』所収の 「関于烏拉国的世系和家族」

(初出は1993年)に も詳 しいが,ボ ク ドは前述のブジャンタイの叔父に当たる{37}。ハ ンたるホ

ンタイ ジと,傍 系とはいえ ウラ王家の血を引くホーゲとが,ウ ラ部 の故地である打牲烏拉での権

益を効果的に掌握す るため,総 管 と副官に属下の包衣 を送 り込んでいたのであろう。

近年の入関以前 の政治史研究は,主 に旗王 ・重臣の婚姻関係や,麾 下の旗人 との結びっきの闡

明に力が注がれてきた。今後はそ ういった作業によって得 られ た成果を元に,旧 領 にお ける権益

や,か れ ら旗王の経済的な基盤などを考えることも必要であろ う。著者 ・趙東昇氏の紹介するウ

ラ篇ナラ氏やイルゲン躍ギオ ロ氏の族譜は,直 接には言及 していない ものの,当 時における政権

上層部の権力構造の一端 を知 る手掛か りとして,示 唆に富む史料であるといえよ う。

5

ついで,薛 柏成 『葉赫那拉氏家族史研究』の紹介に うつる。

ウラを滅ぼ して6年 後の天命4年(1619),ヌ ルハチはイェへ を降 し,全 ジュシェンを統一す る。

それまでヌルハチは降伏 させ た諸部を八旗に編入 していた{3S)が,杉 山清彦民によれば,フ ルンの

旧首長層 の面々に関しても,明 確にヌルハチ諸子 との婚姻関係 を考慮 して各旗に編入 していたと

い う。イ ェへ=ナ ラ氏の場合,西 城系のギンタイシの一族は,ギ ンタイシの妹の子であるホンタ

イジが領有す る正白旗 に編入され(ホ ンタイジの即位後は正黄旗 に改称),東 城系のブヤング ・

ブルハ ング兄弟の一族は,両 者の姉妹 を娶っていたダイシャンが領有する正紅旗に編入された(39)。

このほかにも当時の黄旗 ・藍旗に編入 されたイェへの住民も存在 し,八 旗全体に分属 したイェへ

=ナ ラ氏は,こ の後 も清朝政権下の一大勢力として,時 代の節 目に重要な人物 を輩出 してい くこ

とになる。

(36)杉 山清彦 「清初 八 旗 にお け る最有 力 軍団」参 照。

(37)ウ ラ=ナ ラ氏 は鐶 白旗 満 洲2-8・2-9ニ ル を世管す るが,こ れ は ボ ク ドの弟 ブ サ ン タイの 系統 であ る。

『満 文老襠1太 祖1』 万 暦35年3月,2～3頁 に よれ ば,ボ ク ドは 万暦35年3月(1607)の 戦 闘で父 子

と もにマ ンジ ュ軍 のダ イ シ ャンに殺 され て いる。

(38)松 浦 茂 「ヌルハ チ(清 ・太祖)の 徙 民政策」(『東洋 学報』67-3・4,1986年)参 照。

(39)杉 山清彦 「八旗 旗 王制 の成 立亅(『東洋 学報』83・1,2001年)61～71頁 参 照。
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本書は,そ のイェへ母ナ ラ氏の歴史 ・人物を専論 した研究書であ る。 著者 ・薛柏成氏は吉林師

範大学の研究者であ り,当 該叢書でも編輯を担 当する。本書は著者が2001年 に出版 した 『天演

一派』を元に大幅に増補改訂 したものであるといい,前 半の本論部分(第 一章～第七章)と,後

半の附録部分(附 録一～五)か ら構成 されている。

第一章 「葉赫那拉氏家族的興起与衰微」では明代以降のイェへ壽ナ ラ氏勃興 と衰退の歴史を,

第二章 「葉赫那拉氏家族及其代表人物在清代的歴史作用」ではイ ェへ=ナ ラ氏 とアイシン=ギ オ

ロ氏との婚姻関係や,康 煕朝初期までのイェへ=ナ ラ氏の主要人物 を取 り上げて詳述する。第三

章 「葉赫那拉氏家族的明珠」ではとくに康煕朝屈指の権臣 ミンジュ(1635～1708)を,第 四章

「葉赫那拉氏家族的偉大文学家一 納蘭性徳」ではミンジュの長子 で詞人 として著名な性徳(1655

～1685)に ついて詳述する。第五章 「葉赫那拉氏后妃与清代歴史」では歴代皇帝 と当該氏族 と

の婚姻について言及す る。第六章 「関于慈確太后」では時代は清末に飛び,咸 豊帝の妃に して同

治帝の生母である慈禧太后(西 太后,1835～1908)に ついて論 じる。第七章 「葉赫那拉氏重要

族譜考辨」では当該氏族 の族譜 を紹介する(後 述するようにその一部が附録 として本書にも収録

され ている)。

またこれ ら本論各章の末尾には,「 本章残襠拾萃」として基本的な関連史料 を抜粋 して収録 し

ている。たとえば第二章 の 「残襠拾萃」では,当 該氏族の著名人物の列伝を 『清史稿』 から抜き

出して載せ る(40)。また第三章 ・四章の 「残襠拾萃」ではミンジュ父子 とその配偶者の墓誌10点

を載せる。これ らの墓誌はすべて本誌第1号 で杉山清彦氏が紹介 した趙迅 『納蘭性徳家族墓誌通

考』(北 京 ・文津出版社,2000年)に 収録 されてお り,本 書 も同様 のものを収録 した と思われ る

が,文 字に若干の異同がある(い ずれかの著書の単純な誤写であろう)。墓誌等の新出情報を含

む史料 を紹介 しなが ら,そ れが ミンジュ ・納蘭性徳 という人物をよ り多面的な方向から分析す る

には至っていないのが惜 しまれ る。

さて,本 書の最大の特長 として,後 半部に収録 される附録部分の充実(本 書の頁数の半ばを占

める)が 挙げ られる。附録一 には,イ ェへ=ナ ラ氏の族譜の一部 と,復 元 された系図 とが収め ら

れている。収録 されているのは,乾 隆9年(1744)告 成の 『八旗満洲氏族通譜』巻22,「 葉赫地方

納喇氏」の影印のほか,

① 『葉赫納蘭氏八旗族譜』(道 光3年=1823年 の抄本)

② 『布寨佐領世表』(光 緒年間==1875～1908年 の抄本)

③ 『葉赫那拉氏族譜』(道 光29年=1849年 の抄本)

④ 『那氏族譜』(康 徳10年=1943年)

⑤ 『葉赫那拉宗族譜』(2001年)

(40)た だ し,『八 旗満 洲 氏族 通 譜 』 で はハ ダ=ナ ラ氏 やホ イ ファ・ナ ラ氏 と して収録 され てい る人 物 も含 ん で

い る。 た とえば ハ ダ冒ナ ラ氏 の根 特 ・常賚,ホ イ フ ァ詳ナ ラ氏の臈 爾 弼,張 地方 ナ ラ氏 の斉蘇 勒 ・舒 蘭 な

ど。
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である。①はシンケン羃ダルハンを始祖 とするイヱへまナラ氏の系譜 ㈲,② はブジャイの子ブル

ハ ング ・ダルハンの系SU(`2),③ は附 されている乾隆39年(1774)の 原序にもあるように,元 は朝

鮮人の 「章嘉」の系譜㈲,④ はアシダルハンの甥である 「斉瑪庫」の系譜㈹,⑤ は① を補ったも

のである。

附録二にはイヱへ揖ナラ氏の一族の地域的分布,附 録三にはイェへ=ナ ラ氏に関す る民間伝承,

附録四にはイ ェへ王家の居城 に関す る考古学的データ,附 録五には現代に生きるイェへ=ナ ラ氏

の後裔たちの うち,著 名人 について載せ る。

6

このよ うに本書は附録が充実しているが,本 論部分においては,先 行研究に対す る言及 ・配慮

がいま少 しほ しかったところではある。たとえば清末の慈禧太后の出 自に関 して鐶藍旗満洲イェ

へ=ナ ラ氏の中流程度の旗人の家柄であること等を指摘 してい るが,慈 禧の家系に関 してはすで

に同様の史料 を利用 した複数の専論がある㈲し,そ れ ら先行研究の記述を註記もなく地の文でそ

のまま流用す るのは問題 がある。

また,大 族 であるイ ェへ=ナ ラ氏であるから,唯 一の家系のみが一貫 して活躍 していたわけで

ないことは注意を要す る。慈禧太后を大伯母にもつ葉広苓氏は現代中国の女流作家であ り(附 録

(41)こ の 族 譜 を 解 説 した も の と して,趙 殿 坤 「額 騰額 《葉 赫 納 蘭 氏 八旗 族 譜 》 試 評 」(『北 方 文 物 』

1996-2)が あ る。

(42)『 八 旗満 洲氏 族 通譜 』巻22,正 紅旗 満洲 イ ェへ=ナ ラ氏。

(43)『 入 旗満 洲 氏族 通譜 』 巻22,鐶 黄旗 満洲 イ ェへ=ナ ラ氏。

(44)『 八旗満 洲 氏族 通譜』巻23,正 藍旗 満 洲 ウラ=ナ ラ氏。ウラ=ナ ラ氏 と して 収録 され て い る理 由 は本 書380

～381頁 参照 。 ま た趙 維 和 「満 洲 八旗 《葉赫 那拉 氏族譜》 研 究 」(『満 族研 究 』2005・2)に よれば,国 難

を招 来 し怨 嗟 の的 とな っ てい た慈禧太 后 を憚 って,族 譜 か ら 「葉赫 」 の二 字 を削 除 した が,元 来 の名称

は 『葉 赫 那拉 氏族 譜』 で あ っ たとい う。

(45)王 道 成 「慈 禧 的家 族 ・家 庭 和入 宮 之初 的身分 」(『清 史研 究集 』 第3輯,四 川 人民 出版社,1984年)・

兪炳坤 「慈禧 家 世考 」(『故宮 博物院 院 刊』1985-3・4→ 中国 第 一歴 史襠 案 館編 『明清襠 案 与歴 史研 究 中

国第一 歴 史襠 案館 六 十周 年 紀 念論 文集 』 中華書 局,1988年)・ 同 「関rF慈 禧 是 山西長 治人 的 再商権 」(中

国第一 歴 史襠 案館 編 『明清 襠 案与 歴 史研 究論文集 慶祝 中 国第 一歴 史襠 案館 成 立70周 年 』 中国友誼 出版

公 司,2000年)等 参 照。 これ らが引 く 「宮 中襠 ・履歴 片 」 とは、『清 代 官 員履 歴襠案 全編 』(華 東 師範 大

学 出版 社)3,80頁 に収 録 され る景瑞 の履歴 であ る と思 われ る。 ま た本書241～247頁 に載 せ る 「慈禧

太 后大 事年 表 」は,徐 徹 『慈鷸大伝』(遼 瀋書 社,1994年)456～463頁 と同一 の もの で ある。
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五参照),こ の葉氏には魯迅文学賞の中篇小説賞受賞作を含む 『采桑子』とい う著作がある⑯が,

そのタイ トル 『采桑子』は納蘭性徳の詞か ら採 られているとい う。たしかに康煕朝の ミンジュ ・

性徳父子 と,清 末の慈禧太后 とは ともにイェへ=ナ ラ氏ではあるが,著 者 も言 うように双方の直

接的な系譜関係 は確認できていない(209頁)(`"。 さらに,同 時代において も,所 属旗の異なる

イェへ=ナ ラ氏同士の関係な ど,ど こまで同族 としての意識を有 し,機 能 していたのか とい う問

題は考えてみ る必要がある。 この問題に関 してはた とえば増井寛也氏の専論㈲が参考 となるし,

また康煕朝の輔政大臣スクサハ(正 白旗)と ミンジュ(正 黄旗)と の事例について内田直文氏が

言及 している㈲。 ミンジュとス クサハ とは五代前の祖から分かれた関係(互 いの高祖父が兄弟)

にあ り,所 属旗 も異なる両者に どこまで濃密な関係演構築 されていたのかは興味深い。

では具体的に どの範囲までを 「同族」 とみな していたのか.本 書にも収録す る 『八旗満洲氏族

通譜』の巻22に はイェへ=ナ ラ氏の支派が多数記載 され ているが,ま ず 「金台石同族」 として

立伝 され ている人物の後裔 と,そ の附記がない人物の後裔 とに区別 できる。本書収録の族譜 と照

らし合わせてみ ると,若 干の例外⑳}はあるが,ギ ンタイシの高祖父 ・斉爾哈尼の後裔であれば,

「金台石同族」 として記録 されているようである。慈禧太后の家系は鑛藍旗満洲であ り,『 八旗

満洲氏族通譜』には鐶藍旗に所属するイェへ=ナ ラ氏も少なか らず存在するが,そ のほ とん どは

ギンタイシの叔祖父 ・尼雅尼雅喀の後裔である。かれらの血統が清末の慈禧太后の家系に繋 がる

のかもしれないが,た とえば当該氏族のカシャンの家系(ギ ンタイ シの非同族)が 康熙年 間に正

黄旗か ら鏤藍旗 に移 った(SOように,『 八旗満洲氏族通譜』編纂以降に他旗 か ら鐶藍旗に移動 した

イェへ=ナ ラ氏が存在 しなかった とは断定できない。ただ家譜による限 り,慈 禧太后の曾祖父 ・

祖父 ・父の名はいずれ も確認できず,か の女が 「金台石同族」の後裔である可能性 は低 いよ うに

思われる。ちなみに後 に慈禧太后 と壮絶な権力闘争を繰 り広げる恭親王奕訴や,鄭 親王端華 とそ

(46)吉 田富夫 訳 『貴 門胤 裔』(上 下巻,中 央公論 新祉,2002年)。 ちなみ に この小 説 の 主人公 一 家 の 金 氏 は,

太祖 ヌル パ チの 実弟 で正 白旗 和 碩 貝勒 コル ハチ(科 爾哈 斉〉な る架 空人 物 の後 裔,と い う設 定 で あ る。

〈47)慈禧 の弟の 子孫 で あ る那根 正 氏 は,自 身 の系譜 をギ ンタイシ の子 デル ゲル(ミ ンジ ュの伯 父)に 求 め

て い る とい うが,著 者 も否定 的 で あ る よ うに,明 証 はな い ようで あ る。 那 根正(葉 赫 那 拉 ・根 正)氏 に

は鄰 暁輝氏 との共著 『我所 知道 的慈 禧 太后 慈 禧曾孫 口述 実録』(金 城 出版 社,2005年)が あ り,こ こで

は 「納 蘭性徳 九 世孫 」等 と紹介 され てい る。

(48)増 井寛也 「満族 入 関 前 のム ク ンにつ いて一 『人旗 満洲 氏族通譜 丑を 中心 に一 」(『立命館 文 学 』第528

号,:993年)・ 同f満 族 入 関前 の ウクス ンにつ いて 」(石橋 秀雄編 『清 代 中 国の諸 問 題』 山川 出版 社,1995

年)参 照。

(49)内 田直文 「清 代 康 煕年 間 にお け る奏 摺制度 の展 開」(『九州 大学 東 洋 史論集 』33,2005年)47頁 参 照 。

(50)ギ ン タイ シの再 従 兄弟 ア ミンタ イ ジの子 の系統 が、 ギ リン=ウ ラに駐 防 してい た ため,『 八旗 満 洲 氏 族

通 譜』 に一支 だ け正藍 旗 満 洲 ウ ラ=ナ ラ氏 として記 載 され ている例 も紹 介 され て い る(附 録一)。

〈Sl)この家 系は康 熙朝 の諸 阿哥 分封 に ともない,正 黄旗 か ら鏤藍旗 に移 され た。
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の弟粛順は,い ずれ も鐶藍旗宗室であるω。清末の一時期おいて宮廷内の実力者の多 くが同じ旗

の関係者であったことは興味深い。

本書は本論部分の記述に関 しては先行研究との関係もあって引用 には充分留意する必要はある

が,明 清か ら現代に至るまでのイェへ=ナ ラ茂の著名人物や基本的な歴史の流れを知る上では格

好の手引書となっている。本書を通読することにより,当 該氏族が清朝の最初から最後までいか

にその歴史に深 い影響を及ぼ していたかをあらためて窺い知 ることができよう。また ミンジュー

門の墓誌や,イ ェへ=ナ ラ氏の旗人たちの伝記 ・複数の系図な どをまとめて参照できるのは便利

であ り,政 治史等の研究にも裨益するであろ う。

7

以上,趙 東昇氏の 『扈倫四部研究』・『満族歴史研究』,薛 柏成氏の 『葉赫那拉氏家族史研究』

に関 して,族 譜 をテーマ とす る論考 を中心に紹介 してきた。族譜に記 された り口伝 として語 り継

がれてきた 「史実」 と,官 製史料に残 された 「史実」とは必ず しも一 致するものではない。そ し

て系譜に連なる末裔 として生の史料に接す ることができるとい う利点は,と きに弱点 ともな りう

る。だからこそ冷静な史料批判を行 うのは,第 三者的立場の研究者が担 うべき責務であろ う。 し

か し,そ うした 「官」 と 「私」との異なる立場で作成された史料が語 る史実 直截に記されて

いるか否かは措 くとして一 を掬い上げることこそ,歴 史研究の醍醐味 と言えよ う。

本稿で紹介 した3著 は研究書として 「読む」だけではなく,史 料 として 「利用する」ことも可

能なのである。

趙東昇 『扈倫四部研究』(A5判,2+281頁,長 春,吉 林文史出版社,2005年1月)

趙東昇 『満族歴史研究』(A5判,2+274頁,長 春,吉 林文史出版社,2005年1月)

薛柏成 『葉赫那拉氏家族史研究』(A5判,2+5+475頁,長 春,吉 林文史出版社,2005年IA)

(SUZUKIMakoto,筑 波 大 学 人 文 社 会 科 学 研 究 科)

(52)杜 家 驥 『清 皇族 与 国政 関係 研究』(五 南図 書出版公 司,1998年)236頁 参照。
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